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被災地の復興が最優先課題

国土交通大臣　

前前前前前田田田田田     武武武武武志志志志志　　　　　

　平成２４年という新しい年を迎え、

謹んで新春のごあいさつを申し上げ

ます。

　昨年は、１月の霧島山（新燃岳）の

噴火や大雪、３月の東日本大震災、

８月の新潟・福島豪雨、９月の台風

１２号、１５号と日本列島が大きな自然

災害に見舞われた年でした。とりわ

け東日本大震災は、多くの方々が亡

くなられ、今なお住み慣れた故郷を

離れ、避難先で厳しい冬を過ごされ

ている数多くの方がおられます。

　多くの命と穏やかな故郷での暮ら

しを奪った大震災の爪痕は、いまだ

深く被災地に刻まれたままです。

我々は、被災地の１日も早い復旧・

復興に取り組まなければなりませ

ん。それは単に被害を受けた施設を

元に戻すことではなく、生活の再建

や社会経済の再生、活力ある日本の

再生、ひいては一人一人の人間が災

害を乗り越えて豊かな人生を送るこ

とができるようにすることが大切で

す。

　本年も引き続き、将来を見据えた

被災地の１日も早い復興を目指し

て、施策の実施を加速させるととも

に、今後、このような惨禍が二度と

起こらぬよう、「災害には上限がな

　また、被災市街地の復興に向けた

まちづくりについては、被災状況や

都市構造の特性、地元の意向等に応

じた様々な復興の在り方に対応でき

るよう、安全性確保のための集団移

転、市街地基盤の再整備、復興拠点

の整備などを支援するとともに、復

興事業による事務負担が増大してい

る中、市町村が能力を最大限発揮で

きるよう、まちづくり人材バンクの

構築など円滑な復興を進めるために

必要な支援を行ってまいります。復

興まちづくりに当たっては、被災地

における耐震化や、津波対策等を支

援するため、インフラの復旧を図る

とともに、耐震化・耐浪化等に取り

組んでまいります。　

　さらに、地域の産業再生を早期に

図るため、三陸沿岸道路等の太平洋

沿岸軸、沿岸部と東北道を結ぶ横断

軸の強化について、防災面の効果を

適切に評価しつつ、重点的な緊急整

備を実施するとともに、国民生活や

経済活動を支える被災した鉄道の災

害復旧事業を早期に実施してまいり

ます。

２．低炭素・循環型の持続可能な社

会の実現

　人口減少、少子高齢化が進む中、

我々が豊かな社会を享受し続け、か

つ、将来世代にも引き継いでいくた

めには、環境と社会・経済の関係を

踏まえ、持続可能な社会を構築して

いくことが必要です。

　例えば、エネルギー問題や少子高

齢化といった我が国の中長期的な課

い」という今回の震災を教訓とし、

「何としても国民の命を守る」という

考えのもと、災害に強い社会資本整

備や交通体系の構築などに全力で取

り組んでまいる所存です。

　また、震災からの復興に全力で取

り組むと同時に、経済成長力を含む

日本経済の再生にも足取りを緩める

ことなく取り組んでまいります。我

が国の経済が抱えている諸課題は、

震災の有無にかかわらずそこにあ

り、人口減少、少子高齢化、財政制

約、国際競争の激化に加え、地球環

境問題や震災を契機としたエネル

ギー制約等、これまでにない困難に

直面しています。

　これらの課題を克服し、我が国の

明るい未来を築くため、国土交通省

は「持続可能で活力ある国土・地域

づくり」に向けた基本方針を作成し

ました。この基本方針に基づいて、

国土交通省が水平的（分野の多様性）

にも垂直的（現場業務から制度論ま

で）にも所掌の広がりを有する官庁

として、省内各部局や他府省とも連

携し、その統合力・現場力・即応力

を発揮した新しい取組みを進めてま

いります。

１．被災地の復興に向けて

　「被災地の復興なくして、日本の

再生なし」であり、今年取り組むべ

き最大かつ最優先の課題は被災地の

復興です。まずは、住宅を失った被

災者の居住の安定確保のため、地方

公共団体が行う災害公営住宅等の整

備を支援してまいります。
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題を解決し、持続可能な成長を実現

していくためには、省エネルギーの

推進や再生可能エネルギーの導入等

の推進、多様な生物の生息・生育環

境の形成など持続可能な社会の構築

を図るための先導的な取組みが必要

です。

　このため、地域社会・国民生活の

構成要素となる住宅・建築物、輸送

機関、公共施設について、将来スタ

ンダード化されるべき環境性能を先

取りして具現化するとともに、これ

らを組み合わせて、まち・住まい・交

通分野等をパッケージにした、まち

全体の創蓄省エネ化を進めてまいり

ます。具体的には「ゼロエネルギー

住宅」の普及の促進や、認定省エネ

住宅（仮称）の促進のための税制優遇

措置、木造住宅・木造建築物の普及

促進、都市におけるエネルギーの面

的利用推進、地中熱利用の検討、公

共交通の充実、自動車と家庭・業務

の一体的な省エネ管理システムの開

発等の支援、まち・交通の太陽光発

電・蓄電を行う取組等の支援、電気

自動車等の環境対応車の普及促進や

エコカー減税等の税制優遇措置、道

路交通の円滑化、天然ガス燃料船の

普及・実用化や浮体式洋上風力発電

の導入、流域圏等における自立分散

型エネルギーシステムの構築などに

加え、建設産業の振興や人材の確保

も図ってまいります。また、健全な

水循環の再生、生物多様性の確保と

ともに、地域活動と一体となって、

コウノトリ等の希少生物をはじめと

した多様な生物の生息・生育環境と

なる水環境・緑地等の保全・再生に

努めてまいります。さらに、建築物

の低炭素化等による低炭素型の都市

の実現に向けた法制上の措置を図る

などの取組を通じて、持続可能な

「低炭素・循環型社会の構築」を強力

に推進してまいります。

　また、高齢化が進む地方部におい

て、持続可能な社会を構築するため

には、子育て世代が住みやすく、高

齢者の健康、安全、快適な暮らしを

実現するため、子育て世代や高齢者

向けの住宅、公共交通の充実、安全

で快適な移動空間の構築を図るなど

「医職住」の近接した集約型の安全な

まちづくりを目指し、生活・経済機

能の強化と集約化を図ってまいりま

す。併せて、現在継続審議となって

いる交通基本法の早期成立に向けて

全力で取り組んでまいります。

　こういった先導的な取組、先端的

な技術システムの普及強化などの施

策を総合的に推進することで、「持

続する経済、持続する雇用、持続す

る国土」の構築に向けた取組みを推

進してまいります。

３．安全と安心の確保

　我が国は、地震・津波や火山災害・

風水害・土砂災害・雪害・高潮災害

など、自然災害に対して脆弱な国土

条件にあります。特に、東日本大震

災の経験から、「災害には上限がな

い」こと、そして、社会資本整備の最

も重要な使命が「国民の命と暮らし

を守る」ことにあり、低頻度・大規模

災害に対する備えが必要であること

を改めて認識したところです。

　今後、たとえ被災したとしても人

命が失われないことを最重視し、ま

た経済的被害ができるだけ少なくな

るような観点から、これまでの防災

対策に加え、ハード・ソフト施策の

適切な組み合わせによる「減災」対策

を一層推進してまいります。具体的

には、地震・津波・火山・洪水・地

殻変動等の観測体制の強化による適

確な防災情報の提供や浸水想定区域

の設定、ハザードマップや避難計画

の策定、警戒避難体制の強化といっ

たソフト施策を充実してまいりま

す。また、災害発生時の緊急輸送路

の確保に向けた代替性・多重性の確

保に向け、陸・海・空の多様なモー

ドが連携し、ネットワーク化を通じ

たバックアップ体制を強化するとと

もに、災害時の円滑な物流網の確保

に向けた民間物流事業者の能力を最

大限活用した支援物資物流システム

の構築、ＢＣＰ（業務継続計画）の策定

等被災時に活動を継続させるための

対策も図ってまいります。さらに人

口や都市機能が集積した地域におけ

る災害時の避難者・帰宅困難者対策

として、官民が連携したハード・ソ

フト対策に関する法制上の措置や必

要な支援を図ってまいります。

　このように、災害への対応力を高

める取組みを一層進めるとともに、

今後発生すると想定されている首都

直下地震、東海・東南海・南海地震

等の大規模地震やそれに伴う津波、

地球温暖化に伴い激甚化することが

懸念される台風等による風水害・土

砂災害などに備え、津波防災地域づ

くりの推進、災害対応体制・危機管

理体制の強化、東京圏の中枢機能の

バックアップに関する基礎的な検

討、東北圏をはじめとする各圏域に

おける広域地方計画の総点検などを

進め、災害に強い国土・地域づくり

を推進してまいります。その際、社

会資本整備の維持管理・更新にかか

る費用が今後増大すると見込まれて

いることから、ＰＰＰ／ＰＦＩ等民間の知

恵・人材・資金の活用も含めた、戦

略的な維持管理・更新を行い、真に

必要な社会資本整備を進めてまいり

ます。

　また、陸・海・空の運輸の安全を

確保するため、運輸安全マネジメン

トの推進や安全監査の実施等を進め

るとともに、的確な事故調査により

原因究明を徹底して行い、積極的に

情報発信することにより事故の防止

と被害の軽減を図る一方、公共交通

における事故による被害者等への支

援の取組みを進めてまいります。

　さらに、昨今の国際情勢も踏ま

え、海上における主権を確保し、治

安と安全を守ることが重要であり、


